
１．契約の成立
主催者がオンライン出展申込システムで申込書を受領確認した時点で、本出展の契約が成
立するものとします。主催者は申込書を受理しない権限を有します。なお、不受理の理由
は表明いたしません。
（1）�2社以上の会社が同一ブース内に共同で出展の申込をする場合は1社が代表して申し込

み、共同出展する社名を主催者に通知するものとします。また、2社以上の会社が隣
接または近接するブース位置を希望する場合は、それぞれの会社が出展申込時に主催
者にタイアップ出展を通知するものとします。

（2）出展申込の拒否
破産・和議・会社整理・民事再生法または会社更生法手続き中である者、金融機関か
ら当座取引停止処分を受けている者、反社会的行為を行い若しくはこれに関与してい
る者、または業務停止命令などの行政処分を受けた者の申込は受理いたしません。ま
た、主催者が上記に等しいなどと認めた場合も同様とします。
さらに、主催者は、契約締結後であっても出展申込者が上記に該当すると認められる
と判断した場合には、契約を破棄し、出展させない権利を有します。その場合、既に
払い込まれた出展料は全額返却します。主催者は、上記に関連して必要と認めた場合、
調査および審査を行う場合があります。

2．出展申込受付の基本条件
出展者は、JPCA Show / マイクロエレクトロニクスショー / JISSO PROTEC /
AIデバイス展 / WIRE Japan Show / Electronics Component & Unit Show /
E-Textile/Wearable / 半導体産業展 / OSAT Solution Showの開催主旨に合致し、出
展案内に記載される各展示会の主な出展募集対象製品・技術分野に明示された内容以外
の展示は原則できないものとします。
3．出展料金支払い
出展申込者は主催者が発行する請求書に基づき、請求書に記載された支払期日までに出展
料を支払うものとします。
・支払期日の目安：早期申込については3月下旬まで、その他は4月下旬まで
	 �支払いは、主催者が請求書に記載した指定口座に日本円で支払うものとします。約束手形・
小切手などの取扱いはいたしません。また振込手数料は出展者が負担するものとします。
	 �なお、主催団体（一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実
装学会、一般社団法人日本ロボット工業会）の非会員であって、2021年以降の出展歴が
ない出展申込者は、出展料の20%を事前に申込金としてお支払いいただく場合があります。
	 対象者には主催者より申込完了後、5営業日以内にご連絡いたします。
・非会員等の支払期日の目安
	 申込金20%は申込受理日以降10営業日まで
	 残金は早期申込については3月下旬まで、その他は4月下旬まで
申込時期その他の事情により、本条各項の定めに該当しない場合は、主催者が個別に判断
することとします。
4．出展小間料に含まれるもの
●出展小間スペース ●仕切壁（隣接小間などがある場合、パネル）
●出展者サービス全般 ●安全管理に関する費用　
●その他展示会開催に関する費用など
5．出展物の設置及び撤去
出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿って小間内の装飾、及び出展物の搬入出を行
わなければならないものとします。また、会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発
生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。
6．展示場の使用
宣伝・営業活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出展者は、宣伝活動の
ために小間近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。装飾物などい
かなるものも、割り当てられた面積の範囲を越えてはならないものとします。
主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・
展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するもの
とします。
上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対し、いかなる返金、またはそ
の他の関連費用負担の責を負わないものとします。
7．出展物の管理と免責
主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆ
る原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。
8．保証条項
（1）�出展者が本出展で出展スペース等に掲載した画像・動画・ロゴマーク・各種情報等の

コンテンツは当該出展者に帰属します。尚、本展の広報活動のために、出展者から主
催者へご提供いただいたコンテンツ等の情報につきましては、本展の公式ホームペー
ジ及び本展に関わる各種印刷物や広告・メルマガ・メディア媒体等への掲載を許諾い
ただいたものといたします。

（2）�出展者は主催者に対し、展示会の出展品またはこれに関連する出展品についての印刷
物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財
産権を侵害するものでないことを保証するものとします。

9．出展者の義務
（1）�出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意

匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、
すみやかに自己の責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進
行を妨げない義務を負うものとします。

（2）�団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの
知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。

10．小間位置の決定
小間位置選択会（2026年3月下旬開催予定）にて小間位置を決定します。
小間位置は、原則として同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技
術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、申込書を受理した順に選択順位を決定
します。
11．出展の取消及び小間数の削減
出展申込者の都合により、出展を取り消す場合または小間数を削減する場合は、主催者が
指定フォーマットによる取消通知を受理し、同申込者に受領通知をした日をもって、下記の
通り取消料を申し受けます。

出展申込受理日～2月27日（金） 小間料金の30％
2月28日（土）～3月31日（火） 小間料金の50％
4月1日（水）～4月30日（木） 小間料金の70％

5月1日（金）以降 小間料金の100%

12．小間の転貸・売買・譲渡・交換の禁止
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展小間の一部あるい
は全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。
13．外国製品出展者および外国出展者への告知事項
（1）�主催者は保税展示場の申請を行いません。海外からの展示物の保税扱いを希望する場

合には、出展者ご自身が保税手続きを行うものとします。
（2）�海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む

必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。
（3）�主催者は、招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行いたしません。また、査証

が発給されず、出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責
を負いません。

14．損害賠償
（1）�出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備または展

示会の建造物、もしくは人身などに対する一切の損失についての責任を負うものとします。
（2）�出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、

債務（弁護士報酬を含む）、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務
を負うことに同意するものとします。

	 ①�出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実
用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴
訟が提起された場合（出展者とともに被告とされた場合を含む）。

	 ②�①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損
害賠償義務を負うことになった場合（和解について、主催者は出展者の意思に拘束
されないものとします）。

（3）�主催者は展示会の告知広告、ガイドブックなどのプロモーション用資料の中に生じた誤字、
脱字に関する責任は負わないものとします。

15．展示会の中止・中断・変更
（1）�以下の場合により、主催者は展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判

断した場合、展示会を中止、中断、会期の短縮および会期日程や会場の変更などを行
う場合があります。

	 ①�展示会会場の土地建物が利用できなくなった場合、開催に不適切と主催者が判断し
た場合、など。

	 ②�政府、行政、公的機関などによるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中止
要請、中止検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないと判断した場合。

	 ③�不可抗力的事由により開催ができなくなった場合、開催が適切ではないと主催者が
判断した場合、など。

（2）�前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、疫病、
公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキその他、主
催者の責めによらない事由を指します。

（3）�出展者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請求できな
いものとします。また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、費用の増加、
その他出展者に生じた不利益的な事態については責任を負わないものとします。

（4）�会期前、会期開始後に中止、中断と判断した場合、お申込みいただいた出展料はそれ
までにかかった合理的な経費などを差し引きご返金いたします。

（5）�（4）において、既に出展料をご入金されている場合は出展料からそれまでにかかった
経費を引いた金額を返金いたします。未入金の場合は、出展料のご請求書は破棄いた
だき、別途それまでにかかった経費に関してご請求書を発行いたします。指定期日ま
でにお振込みください。

16．規約の遵守
出展者は、主催者が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。
17．規約の変更と追加
この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、
主催者の決定に従うものとします。
主催者は、開催ごとの出展者に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有す
るものとします。
18．準拠法
本契約の準拠法は日本法とします。
19．合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

【個人情報の取り扱いについて】
一般社団法人日本電子回路工業会は、「個人情報の保護に関する法律」並びに本工業
会の「個人情報保護方針」（http://jpca.jp/privacy/）に基づき、個人情報を以下の
ように取扱い、保護に努めます。予めこれらをご了承の上、個人情報を提供いただきま
すようお願いいたします。
•お預かりした個人情報は本展示会に関するご連絡のために使用します。
•お預かりした個人情報を第三者に提供することはございません。
•�本展示会の円滑な運営のために、機密保持契約を締結した上で、個人情報の取扱い
を株式会社昭栄美術に委託しています。
•�ご本人からの、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用目的の通知、利用の停止、
消去及び第三者への提供の停止のお求めにはすみやかに対応いたします。委託先の個
人情報管理者までご連絡ください。
　株式会社昭栄美術　
　情報セキュリティ管理責任者：system@shoei-bijutsu.co.jp
•�個人情報の提供は任意によるものです。ただし、必要な項目を提供いただけない場合、
各サービスなどが適切な状態で提供できない場合があります。
•ご本人が容易に認識できない方法による取得を行うことはございません。

ご不明な点につきましては、下記までお問合せください。

本部事務局：一般社団法人 日本電子回路工業会
〒167-0042　東京都杉並区西荻北3-12-2　回路会館2階
TEL：03-5310-2020　FAX：03-5310-2021　E-mail：show@jpca.org

運営事務局：株式会社昭栄美術
〒104-0044　東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー25F
TEL：03-6675-6809
E-mail：jpca@shoei-bijutsu.co.jp

出展規約� ※必ず控えのコピーを取り、保管してください
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